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1-(0)-(1) 政策・施策評価制度の
試行導入

行政評価制度と総合計画の連携を図
るため、総合計画の政策・施策体系
を利用して、その成果目標の達成度
を測り、また、政策・施策の方向性
について評価を行う仕組みとして、
既存の事務事業評価制度とは別に政
策・施策評価制度を試行的に導入す
る。

○
制度
設計

○
試行

企画課

1-(0)-(2) 行政評価制度における
評価過程等に市民意見
を反映させる仕組みの
検討

既存の事務事業評価制度の検討・改
善や政策・施策評価制度の試行に続
いて、外部評価委員会や住民満足度
調査など、市民の意見を評価の過程
に反映させていけるような方策を、
先進事例の調査研究をふまえて検討
する。

○ 企画課

1-(0)-(3) 大規模な公共事業に対
する外部評価制度の再
構築

主に国土交通省の国庫補助事業を対
象としてきた公共事業再評価制度に
ついて、再評価の対象を単独事業な
どにも拡大し、より幅広い観点から
評価する仕組みを構築する。また、
事前評価制度についても検討する。

○
※翌
年度
当初

行政改革推
進室・管理
課

2-(1)-(1) 皆生漁港整備事業計画
の見直し

北防波堤設置工事終了後、漁港開口
部の波浪状況、航路内への漂砂堆積
量を調査し、その結果により、西防波
堤整備の必要性について再検討する。

○ 水産振興室

ふるさと創生事業により造成した米子
市ふるさとづくり基金の利子を財源に
実施してきた事業を、近年の低金利の
状況等を踏まえ見直しを図る。なお、
基金については、引き続き存続させる
が、今後も事業の財源となるだけの利
子の確保が見込めないため、基金自
体の活用も含めて、人づくり、まちづく
りに係る、より有効な事業の財源とし
て、その使途を検討する。

①青少年海外派遣事業
ふるさとづくり基金を財源とした当事業
を平成１７年度をもって廃止することを
検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　５，２８０千円

○
※翌
年度
当初

市民参画課

②文化奨励賞事業
ふるさとづくり基金を財源とした奨励金
を廃止し、一般財源の範囲内の事業
（賞状・盾の贈呈）とするよう見直しを
検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１，５２０千円

○
※翌
年度
当初

文化課

単独扶助事業の廃止を含めた見直し
を行う。

２　事務事業の抜本的見直しと民間移管（１６項目）

米子市行財政改革大綱・実施計画（案）  　　　　平成18年2月21日現在

所管

１　行政評価制度等による監視機能の充実（３項目）

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

２－(1)　事務事業の廃止・縮小

ふるさと創生1億円事
業の見直し

2-(1)-(2)

2-(1)-(3) 単独扶助事業の見直し
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実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

①父子福祉手当扶助事業
平成１８年度をもって廃止し、母子
家庭入学支度金支給事業の支給対象
を父子家庭まで拡大することを検討
する。
【数値目標】
・財政効果見込額　４２０千円

○
※翌
年度
当初

淀江支所福
祉保健課

②法外援護扶助事業
児童援護金の廃止、修学旅行小遣金
のあり方の見直しなどを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　８，８８０千円

○
※翌
年度
当初

福祉課

③心身障害者タクシー券利用扶助事
業
事業内容を再検証し、タクシー券発
行の所得条件などを見直すことを検
討する｡
【数値目標】
・財政効果見込額　１，４６０千円

○
※翌
年度
当初

福祉課

④身体障害者ミニファックス扶助事
業
所得基準の見直しを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　４７６千円

○
※翌
年度
当初

福祉課

⑤はり･きゅう･マッサージ施術扶助
事業
支給額の見直しを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１，３２８千円

○
※翌
年度
当初

長寿社会課

⑥高齢者バス利用優待事業
地域によりバスを利用できない場合
があり、また、病弱な者については
通院利用が困難であるなど、制度に
公平性の問題があることを踏まえ、
平成１７年度をもって廃止すること
を検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　６１，２８８千
円

○
※翌
年度
当初

長寿社会課

⑦要・準要保護児童・生徒就学援助
事業
認定基準、支給単価等の見直しを、
年次的に実施することを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　６９，０００千
円

○ ○ ○ ○ ○ 学校教育課

⑧特殊教育就学奨励事業
扶助の範囲、負担割合の見直しを実
施することを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１９８千円

○
※翌
年度
当初

学校教育課

⑨要・準要保護児童生徒医療扶助事
業
認定基準等の見直しを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１６０千円

○
※翌
年度
当初

学校教育課
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実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

2-(1)-(4) 農業振興等単市事業
（補助金）の統廃合

市単独の財源で補助金を交付している
各種の農業振興事業等の有効活用の
促進及び補助金交付事務の効率化に
資するため、その統廃合を図る。
【数値目標】
・事業数を１６事業から１２事業に削減

○
※翌
年度
当初

農政課

2-(1)-(5) 米子市観光協会の経費
の見直し

米子市観光協会の人件費等の経費に
ついて、他の外郭団体との均衡に考慮
し、見直しを行う。
【数値目標】
・財政効果見込額　３，３２５千円

○
※翌
年度
当初

観光課

2-(1)-(6) 駅前放置自転車等防止
事業の見直し

自転車の放置防止のため、趣旨の周
知を徹底するとともに、返還窓口業務
の委託方法を見直す等、事業費の縮
減策を検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　４，４１９千円

○
※翌
年度
当初

管理課

2-(1)-(7) 米子市大阪事務所の効
果的・効率的な運営

大阪事務所の職員体制を見直し効率
化を図るとともに、年間企業訪問件数
等の具体的な活動目標を設定し効果
的な運営を図る。
【数値目標】
・財政効果見込額　７，４３２千円

○
体制
見直
し

○
活動
目標
設定

商工課

2-(1)-(8) 市営葬儀事業の廃止 長期にわたる赤字会計であり、か
つ、民間と競合している事業である
ことを踏まえ、市営葬儀事業を廃止
する。なお、廃止に伴い、低所得者
対策を検討する。
【数値目標】
・一般会計操出金の約１千３百万円
を削減

○ 市民課

2-(1)-(9) 国際交流事業の見直し 限られた財源の中で、国際交流を継続
していくために、職員相互派遣事業の
休止、人的交流事業の縮小など経費
を極力低減した当面の国際交流事業
のあり方を方針決定し、可能な見直し
について順次実施する。
【数値目標】
・財政効果見込額　９，５５２千円

○
※翌
年度
当初

市民参画課

2-(1)-(10) 市民総スポーツ運動推
進事業（大会、教室、
講習会開催）の見直し

大会等の開催主体を各競技団体へ移
管するなど、市の主催事業としての関
与を縮小することを検討する。

○
※翌
年度
当初

体育課

2-(1)-(11) 米子彫刻シンポジウム
事業の休止

彫刻ロードに設置する彫刻制作を主と
した当該事業は、平成１８年度をもって
休止する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１５，５７３千円

○
※翌
年度
当初

文化課

2-(1)-(12) 集中管理の推進による
部用自動車の年次的削
減

従来から実施している部用自動車の
集中管理を一層推進し、効率的な使用
により、部用自動車の総台数を年次的
に削減する。
【数値目標】
・財政効果見込額　２０，１４０千円

○ ○ ○ ○ 財政課
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実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

2-(2)-(1) 民間移管に係る推進計
画の策定・実施

サービス水準、費用対効果等の観点
から民間移管が適当である事務事業
を検証することにより、民間移管に
係る推進計画を策定し、順次実施す
る。

○
計画
策定

○
実施

○
実施

○
実施

○
実施

行政改革推
進室

米子駅前周辺の３駐車場の役割の違
いや相互の関係に配慮しながら、個々
の駐車場運営の抜本的な改善や有効
利用を検討実施する。

①万能町駐車場
指定管理者制度を導入し、また、自動
開閉精算機設置による２４時間営業
化・無人化を図る。

○ 管理課

②米子駅前地下駐車場
指定管理者制度を導入し、また、パズ
ルパーキング機械の撤去を含めた駐
車方式の見直しについて方針決定す
る。

○ 管理課

③米子駅前簡易駐車場（米子コンベン
ションセンター、米子市文化ホール及
び米子サティの共用）
目的外利用を規制する方策を検討す
るとともに、定期駐車場等の設置によ
る施設の有効利用を図る。
【数値目標】
・財政効果見込額　１６，１６０千円

○ 観光課

2-(3)-(2) 目的の重複する施設の
見直し

目的の重複する施設の廃止、改善、
有効利用等の検討を内部検討組織を
設置して行う。 ○

行政改革推
進室

2-(3)-(3) 老朽化した施設の今後
のあり方の検討

老朽化した施設の改修、廃止等の検
討を内部検討組織を設置して行う。 ○

行政改革推
進室

3-(0)-(1) 民間委託に係る推進計
画の策定・実施

サービス水準、費用対効果等の観点
から民間委託が適当である事務事業
を検証することにより、民間委託に
係る推進計画を策定し、順次実施す
る。
【数値目標】
・５年間で６７人役以上に相当する
事務事業を民間委託（民間移管を含
む。）

○
計画
策定

○
実施

○
実施

○
実施

○
実施

行政改革推
進室

２－(2)　事務事業の民間移管

２－(3)　既存施設の見直し

３　事務事業の民間委託（２項目）

2-(3)-(1) 米子駅前周辺駐車場の
運営改善対策の実施
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実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

3-(0)-(2) 民間委託契約指針の策
定

民間委託の推進に当たり、能力のあ
る相手方と合理的な契約金額で締結
できるよう各部署における契約方法
の見直しを促進するガイドラインと
して、民間委託契約指針を策定す
る。

○
指針
策定

○
指針
の契
約へ
の適
用

入札契約課

4-(1)-(1) 定員適正化計画の策
定・実施

事務事業の整理・効率化・民間委託
の推進、組織の合理化、職員の適正
配置等の観点から定員適正化計画を
策定し、順次実施する。
【数値目標】
《市》
・財政効果見込額　９７，６５０千
円
・平成２２年４月１日までの５年間
において、５４人以上の人員を削減
《水道局》
・財政効果見込額　２４，２５６千
円
・平成２２年度までの５年間に３人
程度の人員を削減

○
計画
策定
○
実施

○
実施

○
実施

○
実施

○
実施

職員課・水
道局総務課

4-(1)-(2) 早期退職特例措置の導
入

退職手当の平準化、職員の年齢構成
の平準化及び定員の適正化を図るた
め、定年前早期退職制度の時限的特
例措置を導入する。
【数値目標】
《市》
・平成１８年度から平成２０年度ま
での間において、早期退職数を２１
人見込む

○ ○ ○ 職員課・水
道局総務課

4-(2)-(1) 抜本的な組織機構改革
の実施

定員削減を前提としつつ、市民ニー
ズや喫緊の課題に対する適切な対応
の確保と、より迅速な意思決定を可
能とするような、スリムで効率的か
つ柔軟で市民にも分かりやすい組織
機構体制の確立を図るため、部・
課・係の統廃合を行う。
また、職制の見直しについても検討
する。

○
※翌
年度
当初

職員課

5-(1)-(1) 外郭団体の経営状況の
公表

財政の透明性の一層の向上、市民等
に対する説明責任の適切な履行等を
図るため、外郭団体の経営状況につ
いて、公表範囲の基準を定めた上
で、わかりやすい統一様式を用い
て、ホームページ等で公表する。

○
公表
範囲
等の
検討

○
公表
開始

財政課

４－(1)　定員適正化
４　定員管理及び組織機構改革（３項目）

４－(2)　スリムで柔軟な組織体制の確立

５　外郭団体の改革（５項目）
５－(1)　外郭団体の経営改革の促進
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実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

5-(1)-(2) 外郭団体市ＯＢ職員の
退職勧奨

外郭団体の経営感覚を醸成する立場
から役職員へのプロパー職員の登
用、公募等を行うための条件整備と
して、市ＯＢ職員の退職を促す。
【数値目標】
・平成１９年度末までに、市ＯＢ職
員の役職員への登用（公募の場合を
除く。）を全廃（平成１７年４月現
在１４人）

○ ○ ○ 職員課

5-(1)-(3) 米子ゴルフ場の経営見
直しの促進

財団法人米子市福祉事業団が、市が
所有するゴルフ場用地において経営
する米子ゴルフ場の経営状況が近年
赤字であることなどを踏まえ、同財
団のゴルフ場経営からの撤退を要請
する。なお、撤退後は、新たなゴル
フ場経営者を募集し、引き続き、ゴ
ルフ場経営を行わせる。
【数値目標】
・財政効果見込額　２２４，０００
千円

○ 財政課

5-(1)-(4) 弓ヶ浜わくわくランド
事業見直しの促進

財団法人米子市福祉事業団が経営す
る弓ヶ浜わくわくランドに対する市の赤
字補填が恒常的になっており、また、
施設の老朽化も進行していることなど
を踏まえ、廃止を含めた事業の見直し
について市の方針を決定する。
【数値目標】
・財政効果見込額　６７，１４３千円

○
方針
決定

都市整備課

5-(2)-(1) 外郭団体の統廃合の促
進

平成１８年度から指定管理者制度を
適用する公の施設の指定管理者の選
定結果及び固有事業の経営見直しを
踏まえ、外郭団体の統廃合を促進す
る。また、その後も外郭団体の経営
状況を見定めつつ、必要に応じて更
なる統廃合の促進について検討す
る。
【数値目標】
・財政効果見込額　２９，６２０千
円

○
指定
管理
者の
選定
結果
等を
踏ま
えた
統廃
合

○
更な
る統
廃合
の促
進の
検討

行政改革推
進室

6-(0)-(1) 旧管理委託制度適用施
設への速やかな指定管
理者制度の適用

旧管理委託制度を適用し、管理を外
部に委託している公の施設につい
て、直営の管理が適切なものを除
き、平成１８年度から指定管理者制
度を適用する。
【数値目標】
・財政効果見込額　４４３，８６４
千円
・対象施設７７施設のうち４３施設
に適用

○
※翌
年度
当初

行政改革推
進室

6-(0)-(2) 直営施設への指定管理
者制度の活用

直営の公の施設について、指定管理
者制度の適用が適切なものは、順次
活用を検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　４１，８５０千
円
・対象施設１３３施設のうち４１施
設に適用

○
※翌
年度
当初

○
※翌
年度
当初

○
※翌
年度
当初

○
※翌
年度
当初

○
※翌
年度
当初

行政改革推
進室

５－(2)　外郭団体の統廃合

６　指定管理者制度の適切な活用（２項目）
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所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

7-(0)-(1) 電子申請システムの構
築

申請、届出などの行政手続を市民が
インターネットを活用してオンライ
ンで行うことができる電子申請シス
テムを構築し、行政運営の簡素・効
率化、市民の利便性の向上を図る。

○
※翌
年度
当初

総務課

7-(0)-(2) 文書管理システムの構
築

紙の文書を電子化して管理する文書
管理システムを構築し、事務の効率
化のほか、ペーパーレス化による経
費削減、保管スペースの節約、情報
公開事務の迅速化を図る。

○
※翌
年度
当初

総務課

7-(0)-(3) 電子決裁システムの構
築

文書管理システムと連動させて、決
裁事務を電子化する電子決裁システ
ムを構築し、事務の効率化・合理化
を図る。

○
※翌
年度
当初

総務課

7-(0)-(4) 電子入札システムの構
築

公共工事等の入札業務の効率化を図
るため、入札参加資格申請の受付、
入札書の送付、開札、結果の公表な
ど一連の事務をインターネットの技
術を利用して電子的に処理する電子
入札システムを構築する。

○
※翌
年度
当初

入札契約課

7-(0)-(5) ＧＩＳ（地図情報土地
評価システム）の導入

固定資産税の課税の公平・適正化、説
明責任の充実及び事務の効率化を図
るため、航空写真と公図により地番現
況図を作成し、土地の地目判別、画地
認定などに活用するＧＩＳ（地図情報土
地評価システム）を導入する。
【数値目標】
・事務の効率化により５人程度の人員
を削減

○ 課税課

8-(1)-(1) 給与体系の年功重視型
から成績重視型への転
換と職務職階制度の厳
格な運用

より職務・職責に応じた給与体系と
するための給料表構造の見直しを行
うとともに、客観的で公正性、透明
性の高い新たな人事評価制度を構築
し、勤務成績を給与に反映する制度
の導入について検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　４５１，５１１
千円

○
給料
表構
造の
見直
し

○
人事
評価
制度
案の
試行

○
人事
評価
制度
案の
試行

○
人事
評価
制度
の構
築

職員課

8-(1)-(2) 特殊勤務手当の見直し 社会情勢の変化等により、その危険
性、困難性など特殊性が失われたも
のの廃止及び新たに必要が認められ
るものの新設について特殊勤務手当
の支給対象業務を整理し、抜本的見
直しを図る。
【数値目標】
・財政効果見込額　６３，３２３千
円
・支給対象業務の現行１２種を５種
まで削減（９減２増）

○ 職員課

８　人件費の適正化等（８項目）
８－(1)　給与の適正化

７　電子市役所の推進（５項目）
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所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

8-(2)-(1) 一般職の職員の給与の
特例減額（カット）の
実施

財政状況を勘案し、必要に応じて一
般職の職員の給与の特例減額を実施
する。（平成１７年７月から平成１
８年３月までの間、職務の級に応じ
て３％から５％の範囲内の給料の減
額及び管理職手当の２０％の減額を
実施中）
【数値目標】
《市》
・財政効果見込額　１１６，０７４
千円
《水道局》
・財政効果見込額　６，１４１千円

○
職員課・水
道局総務課

8-(2)-(2) 特別職の職員の報酬の
特例減額（カット）の
実施

財政状況を勘案し、必要に応じて特
別職の職員の報酬の特例減額を実施
する。（平成１７年４月から平成１
９年３月までの間、１０％の報酬の
減額を実施中）
【数値目標】
《市》
・財政効果見込額　１１，７００千
円
《水道局》
・財政効果見込額　１，８４８千円

○ ○
職員課・水
道局総務課

8-(2)-(3) 特別職の職員の報酬の
見直し

特別職の職員の報酬について、財政
状況及び類似団体の状況を勘案し、
適正な額に見直す。なお、見直しに
当たっては、特別職報酬等審議会を
開催し、学識経験者、市民等の意見
を聴く。
【数値目標】
・財政効果見込額　４６，５５７千
円

○ 職員課

8-(2)-(4) 時間外勤務管理の徹底 管理職による時間外勤務管理の徹
底、ノー残業デーの徹底、週休日の
振替、勤務時間の割振変更の促進等
により時間外勤務の縮減を図る。
【数値目標】
《市》
・財政効果見込額　１０７，８２７
千円

○ ○ ○ ○ ○
職員課・水
道局総務課

8-(2)-(5) 職員互助会負担金の見
直し

職員クラブ助成事業の廃止、文化体
育事業助成事業の縮小など職員互助
会の事業の見直しを図ることによ
り、市が支出する負担金について削
減に向けた見直しを行う。
【数値目標】
・財政効果見込額　１７，７２０千
円
・市負担金と会費との割合を１対１
に是正（平成１７年度１．８対１）

○
※翌
年度
当初

職員課

８－(2)　人件費等の削減のその他の方策



17 18 19 20 21
所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

8-(3)-(1) 職員退職手当基金の計
画的な積立

職員の大量退職（平成２７年度から
増加傾向が強まり平成３３年度に
ピーク）を視野に入れ、年度別定年
退職予定者数に基づき、退職手当基
金を毎年度計画的に積み立てる。
【数値目標】
・平成１９年度から当分の間、毎年
度２億円の退職手当基金を積立て

○ ○ ○ 財政課

9-(1)-(1) プライマリーバランス
の黒字化の継続

市民の将来世代への負担軽減を図る
ため、市債の発行を元金償還額以下
に抑制し、プライマリーバランスの
黒字化の継続を考慮した予算編成を
実施する。

○ ○ ○ ○ ○ 財政課

9-(1)-(2) 地方債未償還残高の低
減

プライマリーバランスの黒字化と連
動し、大規模投資的事業の原則凍結
等により市債の発行を抑制し、地方
債未償還残高を低減する。
【数値目標】
・地方債未償還残高（臨時財政対策
債等特別債を除く普通会計）を６０
０億円以下に低減（平成１６年度６
４０億円）

○ ○ ○ ○ ○ 財政課

9-(1)-(3) 起債制限比率等の数値
目標の設定

起債制限比率（公債費の縮減を推進
するための指標）及び経常収支比率
（財政構造の弾力性を改善するため
の指標）の数値目標を設定する。
【数値目標】
・起債制限比率を１３％以下に維持
（平成１６年度１２．７％）
・経常収支比率を８５％以下に低減
（平成１６年度８９．６％）

○ ○ ○ ○ ○ 財政課

9-(2)-(1) 基金の繰替運用の実施 各基金に属する現金を一般会計歳計
現金へ繰替運用を行い、一時借入金
利子の低減を図る。
【数値目標】
・財政効果見込額　３５，０００千
円

○ 財政課

9-(2)-(2) 有利な借入先確保のた
めの入札方法の検討

資金収支を長期的かつ総合的に勘案
する中で、長期（９０日を超える）
にわたって一時借入金を借入れるこ
とが効率的であると判断した場合、
また、当座貸越契約の限度額を超え
て借入を必要とする場合について、
競争入札で借入先金融機関を決定す
る方法を検討する。

○ 財政課

９　公債費等の管理（７項目）

９－(2)　一時借入金利子の低減

９－(1)　プライマリーバランスの適正化と地方債残高の削減

８－(3)　人件費負担の平準化
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所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

9-(2)-(3) 資金管理の徹底 予算執行計画の精度の向上、支払時
期・方法の見直し、補助金等の概算
払請求などの収入の早期確保及び市
全体の一時借入金利子低減を図るた
めの会計間流用などの業務改善を実
施するほか、財務会計システムの導
入を踏まえた事務の効率化の観点か
ら資金管理業務を会計課に移管し、
資金管理の一層の徹底を図る。

○
業務
改善

○
業務
移管

財政課

9-(3)-(1) ミニ市場公募債の発行 市民の行政への参画意識の高揚を図
り、市民との協働によるまちづくり
を推進するという観点から、老朽化
した学校施設の建替え等住民に密着
した事業について住民参加型ミニ市
場公募債の発行を行うことを検討す
る。

○ 財政課

10-(0)-(1) 大規模投資的事業の原
則凍結等

継続中、休止中及び新規の大規模投
資的事業について、確かな財源確保
がなされ、かつ、パブリックコメン
ト等の具体的手続を踏んだ市民合意
がある場合を除き、当分の間、これ
を凍結又は抑制する方針を策定す
る。

○
行政改革推
進室

10-(0)-(2) 大規模投資的事業に係
るランニングコスト等
の事前公表の義務化

大規模投資的事業を実施しようとす
る場合において、その目的や規模、
費用対効果、ランニングコストを市
民に事前公表することを所管部署に
対し義務化する。

○
行政改革推
進室

10-(0)-(3) 公共工事に係るコスト
縮減型設計の促進方策
の検討

建設、維持修繕、管理運営を含む施
設全体のコスト縮減の観点から設計
や施工方法を審査しうる体制の整備
やコスト縮減方策の研究・検討する
体制について検討する。

○
方針
決定

○
実施

入札契約課

10-(0)-(4) 入札契約制度の改革 競争性・公平性・透明性をより一層高
めるため、入札参加者数の拡大を含め
た入札契約制度の改革を行う。
【数値目標】
・財政効果見込額　３６６，３３８千円
・平成２１年度までに平均落札率を９
２％以下に低減（平成１６年度９５．
６％）

○
※翌
年度
当初

入札契約課

11-(0)-(1) 借地料の継続的な減額
交渉の実施

財政健全化の観点から、借地料の継
続的な減額交渉を実施する。なお、
取得可能な土地ついては、土地開発
基金等を活用した買収も検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１２９，６８９
千円

○ ○ ○ ○ ○ 財政課

10　施設等の維持管理コストを意識した財政運営（４項目）

９－(3)　ミニ市場公募債の発行

11　借地料の見直し（２項目）



17 18 19 20 21
所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

11-(0)-(2) 公共施設の移転・廃止
も含めた借地料の総合
的検討

内部検討組織を設置し、市庁舎など
公共施設の移転・廃止も含めた借地
関係の解消も含めた総合的な検討を
行う。

○
検討
組織
設置

財政課

12-(1)-(1) 法令外負担金・補助金
の整理合理化

法令外負担金及び補助金について、
ゼロベースから事業継続の適否を検
討し、透明性・客観性・公平性を
もって評価し、市民への公開性と透
明性を高める中で、整理合理化を図
る。
【数値目標】
・財政効果見込額　２４０，０００
千円

○
※翌
年度
当初

財政課

12-(1)-(2) 補助制度の終期設定
（サンセット化）

補助金交付に当たっては、補助事業
の目標達成に向けた努力の促進と補
助事業の効果や必要性の見直しのた
めの区切りとするため、補助制度の
終期設定に係るルールづくりを行
う。

○
※翌
年度
当初

財政課

12-(1)-(3) 提案型補助制度の導入 市単独補助金の一部（条例等に根拠
を有するもの、国県補助を伴なうも
の及び市の事業を直接補完するもの
以外の補助金）を見直し、市民団体
等が市のまちづくりに資する公益的
な事業を提案して補助金交付を申請
する提案型補助制度を導入する。な
お、補助金交付に当たっては、第三
者機関による審査等を取入れ、交付
決定の客観性を確保し、また、自
主・自立した事業展開を促進する観
点から、交付回数（年）の限度を設
定することにより、交付対象の固定
化を防ぎ、機会の均等化を図る。

○
※翌
年度
当初

財政課

12-(2)-(1) 鳥取県西部広域行政管
理組合の行財政改革の
促進

鳥取県西部広域行政管理組合の負担
金の抑制の観点から、同組合における
計画的な行財政改革への取組につい
て、構成市町村と連携を図りながら強く
要請する｡

○ 企画課

13-(1)-(1) 市税等滞納整理対策の
実施

負担の公平及び財源の確保を図るた
め、市税等の徴収率の向上に資する
具体的かつ現実的な施策を講じる市
税等滞納整理緊急対策本部を設置
し、滞納防止及び滞納整理対策を推
進する。

○
行政改革推
進室

12　負担金、補助金の見直し（４項目）

13　税・料等収納対策と自主財源の確保（９項目）

12－(1)　法令外負担金、補助金の整理と補助制度の改革

13－(1)　徴収率の向上

12－(2)　一部事務組合負担金の抑制
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実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

市税等の徴収率の目標設定を行い、
徴収率の向上を図る。

①市税
【数値目標】
・財政効果見込額　１，０７３，８
５７千円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９８％以上に向上（平成１６年
度９７．２３％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに２０％以上に向上（平成１
６年度１４．３９％）

○ ○ ○ ○ ○ 収税課

②国民健康保険料
【数値目標】
・財政効果見込額　５８８，７８８
千円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９２％以上に向上（平成１６年
度８８．４１％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに２２％以上に向上（平成１
６年度１６．００％）

○ ○ ○ ○ ○ 保険課

③介護保険料
【数値目標】
・財政効果見込額　１０，１９８千
円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９８．１％以上に向上（平成１
６年度９８.０％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに１７．０％以上に向上（平
成１６年度１６．２％）

○ ○ ○ ○ ○ 長寿社会課

④保育料
【数値目標】
・財政効果見込額　２３，４１７千
円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９９％以上に向上（平成１６年
度９８．２７％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに１０％以上に向上（平成１
６年度８．４０％）

○ ○ ○ ○ ○ 児童家庭課

⑤住宅資金貸付金
【数値目標】
・財政効果見込額　１２，１９３千
円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに７５％以上に向上（平成１６年
度７２．９５％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに３％以上に向上（平成１６
年度２．６３％）

○ ○ ○ ○ ○ 人権政策課

市税等徴収率の目標設
定

13-(1)-(2)



17 18 19 20 21
所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

⑥市営住宅使用料
【数値目標】
・財政効果見込額　４，４５３千円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９８％以上に向上（平成１６年
度９７．７１％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに２８％以上に向上（平成１
６年度２６．２３％）

○ ○ ○ ○ ○ 建築課

⑦下水道使用料
【数値目標】
・財政効果見込額　１２３，９６３
千円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９８％以上に向上（平成１６年
度９５．８６％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに１５．７％以上に向上（平
成１６年度９．３０％）

○ ○ ○ ○ ○ 業務課

⑧農業集落排水施設使用料
【数値目標】
・財政効果見込額　２，４５６千円
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９８．５％以上に向上（平成１
６年度９７．８３％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに２５．４％以上に向上（平
成１６年度２３．１３％）

○ ○ ○ ○ ○ 業務課

⑨水道料金
【数値目標】
・現年分の徴収率を平成２１年度ま
でに９９．９％以上に向上（平成１
６年度９９．２％）
・滞納繰越分の徴収率を平成２１年
度までに９９．９％以上に向上（平
成１６年度９２．２％）

○ ○ ○ ○ ○
水道局営業
課

13-(1)-(3) 徴収体制の強化 一定の期間、徴収部門に人員の配置
を重点化し、徴収体制の強化を図
る。

○ ○ ○ 職員課

13-(1)-(4) 管理職による滞納対策
の実施

米子市市税等滞納整理緊急対策本部
の取組の一環として、徴収担当部署
以外の管理職を含む全管理職による
滞納整理対策（電話催告、個別訪
問）を実施することを決定し、各徴
収担当部署において順次継続的に実
施する。

○
行政改革推
進室



17 18 19 20 21
所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

13-(2)-(1) 市有財産への有料広告
の掲載の推進

市民サービスの向上を図るための新
たな財源を確保するとともに、地域
経済の活性化に資するため、市有財
産（広報紙、封筒その他の印刷物、
ホームページ等）への有料広告の掲
載を推進するよう米子市市有財産へ
の広告掲載等に関する要綱を制定
し、各部署における取組を徹底す
る。
【数値目標】
・財政効果見込額　６，４２０千円

○
行政改革推
進室

13-(2)-(2) 遊休地等の売却・貸付
の推進

遊休地及び貸付地の物件ごとの処理
方針を定め、計画的な処分を推進す
る。
【数値目標】
・財政効果見込額　１９５，０００
千円
・毎年度３,０００万円以上に相当
する土地を売却

○ ○ ○ ○ ○ 財政課

13-(2)-(3) クリーンセンター余剰
電力の売電の推進

クリーンセンターの発電電力量が使用
電力量を上回る場合は、この余剰電力
を売電することが可能であることから、
引き続き、ごみ量に応じた安全で安定
した運転、かつ、発電電力量が安定的
に確保されるような効率的な運転に努
めることにより、継続的な売電を推進
する。
【数値目標】
・発電電力量を、毎年度、平成１６年度
実績（１８，４４４，２５０ｋｗｈ/年）程度
確保

○ ○ ○ ○ ○ 環境事業課

13-(2)-(4) 新たな税財源の確保等
の調査研究

庁内に研究会を設置し、法定外目的税
の創設、現行税率の見直しなど市の判
断で取組むことのできる税財源の確保
策の調査研究に平成１８年度から着手
する。

○ ○ ○ ○ 財政課

13-(3)-(1) 滞納者に対する行政
サービスの制限の実施

市税等の負担の公平と完納の促進を
図るため、滞納者が補助・助成制度
その他の行政サービスを利用する際
に納付状況の確認を行うことによ
り、必要に応じてその一部制限を行
う現行の「滞納者に対する行政サー
ビスの制限」の範囲を拡大すること
を検討し、順次実施する。なお、新
規の行政サービスについても、順
次、当該制限の必要性について各部
署において検討する仕組みを確立す
る。
【数値目標】
・対象事業を平成２１年度までに３
５事業以上に拡大（平成１７年度１
２事業）

○
行政改革推
進室

13－(2)　自主財源の確保

13－(3)　滞納者に対する行政サービス制限



17 18 19 20 21
所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

14-(1)-(1) 使用料・手数料の適正
化方針の策定

行政サービスの原価を再検証しつ
つ、適切な受益者負担の観点から使
用料・手数料の額を見直す適正化方
針を策定する。

○
行政改革推
進室

14-(1)-(2) 使用料・手数料の額の
適正化

使用料・手数料の適正化方針に基づ
き、各部署において、料金改正を検
討、実施する。
なお、料金改正にあたっては、必要
に応じて学識経験者や市民からなる
審議会等を活用して、適正な料金改
正に努める。
【数値目標】
・財政効果見込額　２１３，４５０
千円

○
※翌
年度
当初

行政改革推
進室

14-(2)-(1) 職員の公共施設駐車料
金の徴収

職員が通勤用自家用車を無料で駐車
している市の施設が多数あり、市民
の理解を得るとともに職員間の公平
性を確保し、適正な財産管理を図る
観点から、当該職員から公共施設駐
車料金を徴収する。
【数値目標】
・財政効果見込額　６６，０００千
円

○
※翌
年度
当初

財政課

14-(2)-(2) 市営住宅駐車場の有料
化

市営住宅入居者について自動車を所
有する者と所有しない者の間の不公平
感を解消し､適正な受益者負担の確保
を図るため、市営住宅駐車場の整備を
行い､整備が完了したものから、順次
有料化を実施する。

○ ○ ○ ○ 建築課

14-(2)-(3) 無料入浴サービスの有
料化

皆生老人憩の家及び老人福祉セン
ター(ふれあいの里内)において実施
している高齢者に対する無料の入浴
サービスを、負担の適正化の観点か
ら有料化することを検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　４，０８０千円

○ 長寿社会課

14-(2)-(4) 家庭ごみ処理の有料化 ごみの排出抑制と負担の適正化を図
るため、排出量に応じて、処理費用の
一部又は全部を手数料として徴収する
家庭ごみの有料化を実施する。
【数値目標】
・財政効果見込額　２８５，７０２千円

○ 環境政策課

14-(2)-(5) 各種印刷物の原則有料
化

各種印刷物の配布を原則有料とする
方針を策定し、各部署において順次
実施する。
【数値目標】
・財政効果見込額　５９９千円

○
行政改革推
進室

14　受益者負担の見直し（１０項目）
14－(1)　既存の使用料・手数料の見直し

14－(2)　行政サービス等における受益と負担の見直し



17 18 19 20 21
所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

14-(2)-(6) 健康診査費負担金の適
正化

合併協議により従来の方法で健診を
実施しすることとしてきた淀江地区の
負担金格差について、平成１９年度に
是正する。その後、全市域を対象とす
る負担金の適正化を医療費における
本人負担を参考に検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１７，０５０千円

○
格差
是正

○
適正
化

健康対策課

14-(2)-(7) 各種教室の教材費等の
実費負担化

各種教室の教材費等について、その
実費を原則参加者の負担とする方針
を策定し、各部署において順次実施
する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１３８千円

○
行政改革推
進室

14-(2)-(8) 地域開放に係る学校体
育施設の有料化

無料で地域住民等に開放している学
校体育施設について、その使用者か
ら維持管理経費の一部を使用料とし
て徴収する有料化を検討する。
【数値目標】
・財政効果見込額　１３，５１５千
円

○
※翌
年度
当初

体育課

15-(1)-(1) 赤字等の特別会計の経
営改善策の検討

赤字の特別会計や収支の不安定な特
別会計について、所管部署に経営分
析に基づく経営改善策の検討を要請
し、その実施を促進する。

○
行政改革推
進室・財政
課

15-(1)-(2) 下水道事業の公営企業
化の検討

公共下水道事業に対する公営企業法
の適用のあり方（全部適用又は一部
適用）や上水道事業との組織統合な
ど、今後の事業運営のあり方を様々
な角度から検討を行い、公営企業化
に係る方針を決定する。

○
方針
決定

業務課

15-(1)-(3) 下水道使用料・農業集
落排水施設使用料の見
直し

公共下水道等使用料審議会を設置
し、下水道使用料及び農業集落排水
施設使用料の見直しを図る。
【数値目標】
《下水道使用料》
・財政効果見込額　１，１２２，９
０６千円
《農業集落排水施設使用料》
・財政効果見込額　９０，３５４千
円

○
※翌
年度
当初

業務課

15-(1)-(4) 特別会計への繰出金の
あり方の検討

災害復旧経費等緊急避難的なものを
除き、原則として地方公営企業繰出
基準及び国県通知によるもの（交付
税基準財政需要として算入されてい
るもの）のみを繰出金とする方向で
特別会計への繰出金のあり方を検討
する。

○ 財政課

15－(1)　特別会計の財務内容の検証
15　連結債務への対応（８項目）



17 18 19 20 21
所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

15-(2)-(1) 崎津アミューズメント
施設用地の利用促進に
向けた基本的な土地利
用方針の見直し

崎津アミューズメント施設用地の利用
促進策の検討等を目的とした内部検
討組織を設置し、従来の土地利用方
針の見直しを視野に入れて様々な角
度から検討を行う。
【数値目標】
・平成２１年度までに約１００，０００㎡
の土地利用を推進（平成１６年度現在
未利用地２０５，７２４㎡）

○
検討
組織
設置

○
方針
決定

地域政策課

15-(2)-(2) 流通業務団地の規制緩
和の実施

流通業務団地へ企業が進出しやすい
条件整備を図るため、土地利用区分で
ある「運送施設」｢倉庫施設」｢卸売施
設｣を｢運送･倉庫･卸売施設｣に統一
し、また、区域の一部を流通業務団地
区域から除外し、立地することができる
施設の拡大を行う規制緩和を都市計
画変更を経て実施する。
【数値目標】
・進出率（借地を含む）を平成２１年度
までに１００％（平成１６年度３６．１％）

○
※翌
年度
当初

商工課

15-(2)-(3) 土地開発公社経営健全
化計画の策定・実施

米子市土地開発公社が保有する用地
を解消し、その経営健全化を図るた
め、土地開発公社経営健全化対策措
置要領に基づき、経営健全化計画を
策定し、毎年度、計画期間における
用地取得・処分・保有計画を確実に
実施する。
【数値目標】
・債務保証・損失補償を付した保有
期間が５年以上の土地購入に係る借
入金（約４７億円）を米子市標準財
政規模（２８１億円）の１０％まで
削減

○
策定

○
実施

○
実施

○
実施

○
実施

財政課

15-(3)-(1) 連結決算バランスシー
トの作成

市と連携協力して行政サービスを実
施している関係団体を連結して、そ
の資産及び負債等の全体像を一覧性
のある形で開示する連結決算バラン
スシートを作成し、財政の透明性の
一層の向上、住民等に対する説明責
任の適切な履行等を図る。

○ 財政課

16-(1)-(1) 職場活性化運動の推進 各課で自らテーマや手法を選択して
企画・立案・実行していく職場活性
化運動を推進する。 ○ 職員課

16-(1)-(2) 職場内ミーティングの
活性化の推進

市全体の課題認識を伝達し、また、
各課でかかえる諸問題を解決してい
くためには、職場内において行う
ミーティングが重要であることを再
認識し、改めて、真に職場内の活性
化に資するミーティングを定期的に
実施するよう各部署に要請し、その
活性化を推進する。

○ 職員課

16－(1)　組織の活性化

15－(3)　連結決算バランスシートの作成

15－(2)　特別会計保有土地等の売却促進対策

16　組織の活性化と職員の能力開発（９項目）



17 18 19 20 21
所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

16-(2)-(1) 人材育成基本方針の策
定

職員の能力向上や人材育成の推進の
ための基本方針として、期待される
職員像と能力を見定め、これを実現
するために必要とされる人事管理、
研修、職場環境づくりに係る方策を
定めた人材育成基本方針を策定す
る。

○ 職員課

16-(2)-(2) 仕事を通じた職場研修
の推進

日常的に仕事を通じて行う職場研修
の必要性を再認識し、改めて、研修
マニュアルの作成や研修指導者に対
する研修を実施する中で、各部署に
おける職場研修の充実を図る。

○ 職員課

16-(2)-(3) 他の地方公共団体等へ
の職員の派遣・出向の
推進

人材育成の観点から、他の地方公共
団体、公益法人等への職員の派遣・
出向を継続的に実施する。 ○ ○ ○ ○ ○ 職員課

16-(3)-(1) 新たな人事評価システ
ムの構築

勤務成績を給与に反映させることの
できる客観的で公平性、透明性の高
い新たな人事評価制度を構築する。

○
人事
評価
制度
案の
試行

○
人事
評価
制度
案の
試行

○
人事
評価
制度
の構
築

職員課

16-(3)-(2) 自己申告制度の導入 一層の適材適所の人事配置に役立て
るため、職員の異動希望や意欲・能
力について申告させ、把握する自己
申告制度を導入する。

○
※翌
年度
当初

職員課

16-(3)-(3) 人事行政の運営状況の
公表

人事行政運営の公正性、透明性を高
める観点から、「米子市人事行政の
運営等の状況の公表に関する条例｣
に基づき、人事行政の運営状況を
ホームページ等で公表する。

○ 職員課

16-(3)-(4) 組合との交渉内容等の
公表

人事行政運営の透明性を高める観点
から、組合との交渉内容等を公表す
る。

○ 職員課

17-(1)-(1) 予算案作成過程におけ
る枠配分方式の採用

予算案作成過程において、部局単位
に予算枠を配分する枠配分方式を採
用し、各部局が、事務事業の選択、
精査などを主体性と責任を持って進
めることにより、予算編成の庁内分
権化を推進する。

○ 財政課

17-(2)-(1) 予算編成過程の公開 予算編成の透明性の向上、積極的な
情報提供の観点から、要求段階、査
定段階の予算編成過程の情報をホー
ムページで公開する。

○ 財政課

17－(1)　庁内分権化の推進

17－(2)　予算編成過程の公開と財務情報の積極的提供

16－(2)　能力開発・人材育成の推進

16－(3)　人事管理の見直し

17　予算編成システムの改革（３項目）



17 18 19 20 21
所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

17-(2)-(2) 財務情報のわかりやす
い提供

従来から広報よなごやホームページ
を通じ、市の財政状況等の情報提供
に努めてきたが、これを継続する中
で、さらに近隣の市や類似団体など
他都市等との比較結果を示すなど、
よりわかりやすい情報提供を推進す
る。

○ 財政課

18-(1)-(1) 審議会、委員会等の会
議概要の公表の推進

平成１７年１１月に改定した「米子
市審議会等会議公開指針｣に基づ
き、審議会、委員会等の会議概要の
ホームページでの公表を推進するた
め、毎年度、各部署の取組の徹底を
図る。

○ ○ ○ ○ ○ 職員課

18-(1)-(2) 報道機関提供情報の公
表の推進

市民生活に直結する情報をはじめ、
市の施策からイベント情報など様々
な情報を資料提供という形で報道機
関に提供しているが、当該情報を
ホームページに掲載し、市民に対す
る多様な情報提供を図る。

○
※翌
年度
当初

市民参画課

18-(1)-(3) 市議会上程議案の概要
の公表の推進

市議会に上程した議案の概要をホー
ムページで公表する。 ○ 財政課

18-(1)-(4) ホームページにおける
制度・手続案内の充実

ホームページ「私のまちのホットラ
イン」コーナーを充実させ、制度概
要の説明、必要な手続・申請方法な
どの新たな情報を掲載する。

○ 市民参画課

18-(2)-(1) 市民参画推進計画の策
定

策定済みの「米子市市民参画推進指
針」に基づく市民参画を計画的に推
進するため、市民参画推進計画を策
定する。
【数値目標】
・市民参画の取組に対する市民満足
度を２０％以上に引上げ（平成１７
年度９％）

○ 市民参画課

18-(2)-(2) パブリックコメントの
制度化

市の施策形成過程などへの市民参画
の機会を保証し、併せて市民への説
明責任と行政の透明性を図るため
に、パブリックコメント（市民意見
提出）の制度化を図る。
【数値目標】
・市民参画の取組に対する市民満足
度を２０％以上に引上げ（平成１７
年度９％）

○
※翌
年度
当初

市民参画課

18－(1)　積極的な情報提供による市民との行政情報の共有化
18　行政情報の提供の強化と市民参画の推進（９項目）

18－(2)　市民参画のしくみづくりとその活用



17 18 19 20 21
所管

実施予定年度
実施項目 実施内容整理番号

18-(2)-(3) 審議会、委員会等の委
員公募制の推進

平成１７年９月に制定した「米子市
審議会等委員選任基準｣及び「米子
市審議会等委員公募制実施指針｣に
基づき、審議会、委員会等の委員公
募制の導入を推進するため、毎年
度、各部署の取組の徹底を図る。
【数値目標】
・公募制を導入した審議会、委員会
等の割合を平成２１年度までに５
０％以上に引上げ（平成１６年度１
３％）

○ ○ ○ ○ ○ 職員課

18-(3)-(1) 市民活動支援公募型補
助金制度の創設

現行の「ボランティア活動支援交付
金制度」を見直し、新たに、住みよ
い地域（まち）づくりのため、環境
美化や社会福祉活動、防犯活動、交
通安全の推進等の自主的なまちづく
り活動を行うために市民が構成員と
なり設立したボランティア団体やＮ
ＰＯ等を広く公募し、補助金交付団
体を決定する「市民活動支援公募型
補助金制度」を創設する。
【数値目標】
・毎年度１０団体程度の新たな団体
に助成

○
※翌
年度
当初

市民参画課

18-(3)-(2) 自治組織等と行政との
連携のあり方の検討

将来の地域における住民自治組織等
と行政との連携のあり方を内部検討
組織を設置して検討し、検討結果に
基づき関係団体と協議を行い、その
実現を目指す。なお、検討は、自治
組織・各種協議会・任意団体・ボラ
ンティア・ＮＰＯ等との連携・協力
関係の強化、行政と住民とが協働し
て地域づくりを推進する仕組みづく
り（地域の自主性を尊重した市の支
援のあり方、地域課題を解決するた
めに、地域住民自らが施策を決定・
推進し、責任を負うという原則）の
観点から行うものとする。

○
検討
組織
設置

市民参画課

計　１０９項目

18－(3)　市民活動の支援と協働の推進

※「翌年度当初」の表示は、○印を付した年度において各実施項目の調査検討・方針決定を行うが、実施は翌年度当初
に予定していることを意味する。


